
健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

１ 平成３０年第２回定例会提出予定議案の説明 

 (4) 議案第８９号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

資料１ 議案第８９号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

資料２ 新旧対照表 

平成３０年５月３０日 

健康福祉局 
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資料１ 

議案第８９号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 改正内容 

１ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の資格要件に、病床を有する診療所

を開設している者を加える 

改正理由 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域密着型サービスの看護小規模

多機能型居宅介護については、病床を有する診療所を開設している者も指定

を受けることができることとされたため 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る規定の整備 

改正理由 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び指定夜間対応型訪

問看護を提供する者の範囲を、従前通り介護福祉士又は介護職員初任者研修

修了者とするため 
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 改正後 改正前 

○川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例 

○川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例 

平成24年12月14日条例第82号 平成24年12月14日条例第82号

第１章 総則 第１章 総則

（指定地域密着型サービス事業者の資格） （指定地域密着型サービス事業者の資格）

第３条 法第 78条の２第４項第１号（法第 78条の 12において読み替えて
準用する法第 70条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定する
条例で定める者は、法人である者又は病床を有する診療所を開設している

者（複合型サービス（介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号。
以下「施行規則」という。）第 17条の 12 に規定する看護小規模多機能型
居宅介護に限る。）に係る指定の申請を行う場合に限る。）とする。

第３条 法第 78条の２第４項第１号（法第 78条の 12において読み替えて
準用する法第 70条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定する
条例で定める者は、法人である者とする。

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第１節 基本方針等 第１節 基本方針等 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第６条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。 

第６条 前条に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。 

(１) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当た

る介護福祉士又は介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第３条第１

項に規定する者（施行規則第22条の23第１項に規定する介護職員初任者研

修課程を修了した者に限る。）をいう。以下この章において同じ。）が、

定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下この章にお

いて「定期巡回サービス」という。） 

(１) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当た

る介護福祉士又は介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第３条第１

項に規定する者をいう。以下この章において同じ。）が、定期的に利用者

の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下この章において「定期巡回

サービス」という。） 

(２) あらかじめ、利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握し

た上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基

に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等（保健師、看

護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下こ

(２) あらかじめ、利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握し

た上で、随時、利用者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基

に相談援助を行う又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等（保健師、看

護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下こ

川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表
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 改正後 改正前 

の章において同じ。）による対応の要否等を判断するサービス（以下この

章において「随時対応サービス」という。） 

の章において同じ。）による対応の要否等を判断するサービス（以下この

章において「随時対応サービス」という。） 

(３) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員

等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話（以下この章において

「随時訪問サービス」という。） 

(３) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員

等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話（以下この章において

「随時訪問サービス」という。） 

(４) 法第８条第15項第１号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話

又は必要な診療の補助（以下この章において「訪問看護サービス」という。）

(４) 法第８条第15項第１号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話

又は必要な診療の補助（以下この章において「訪問看護サービス」という。）

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） （法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第65

条の４各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族

に対し、居宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨

を市に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明

すること、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の

法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。

第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施

行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。）第65条の

４各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対

し、居宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市

に対して届け出ること等により、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明する

こと、指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定

代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。 

（地域との連携等） （地域との連携等） 
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 改正後 改正前 

第40条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、地域の医療関係者、市職員、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第１項

に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項にお

いて「介護・医療連携推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１

回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供状況等の報告をし、介護・医療連携推進会議による評価を

受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く

機会を設けなければならない。 

第40条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、地域の医療関係者、市職員、当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第１項

に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項にお

いて「介護・医療連携推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１

回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供状況等の報告をし、介護・医療連携推進会議による評価を

受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く

機会を設けなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する報告、

評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表

しなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する報告、

評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表

しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当

たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して市等

が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市等が実施する事業に

協力するよう努めなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当

たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関して市等

が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市等が実施する事業に

協力するよう努めなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用

者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、

正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対し

ても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければなら

ない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用

者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、

正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対し

ても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければなら

ない。 

第３章 夜間対応型訪問介護 第３章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等 第１節 基本方針等 

（指定夜間対応型訪問介護） （指定夜間対応型訪問介護） 
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 改正後 改正前 

第47条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護において

は、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下この

章において「定期巡回サービス」という。）、あらかじめ、利用者の心身

の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通

報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型訪問介護の提

供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令第３条第１項に規定する者

（施行規則第22条の23第１項に規定する介護職員初任者研修課程を修了

した者に限る。）をいう。以下この章において同じ。）の訪問の要否等を

判断するサービス（以下「オペレーションセンターサービス」という。）

及びオペレーションセンター（オペレーションセンターサービスを行うた

めの次条第１項第１号に規定するオペレーションセンター従業者を置い

ている事務所をいう。以下同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜

間対応型訪問介護（以下この章において「随時訪問サービス」という。）

を提供するものとする。 

第47条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護において

は、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下この

章において「定期巡回サービス」という。）、あらかじめ、利用者の心身

の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通

報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間対応型訪問介護の提

供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令第３条第１項に規定する者

をいう。以下この章において同じ。）の訪問の要否等を判断するサービス

（以下「オペレーションセンターサービス」という。）及びオペレーショ

ンセンター（オペレーションセンターサービスを行うための次条第１項第

１号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をい

う。以下同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護

（以下この章において「随時訪問サービス」という。）を提供するものと

する。 

２ オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に１箇所以上設置

しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利

用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービ

スを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセン

ターを設置しないことができる。 

２ オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に１箇所以上設置

しなければならない。ただし、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利

用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービ

スを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセン

ターを設置しないことができる。 

第３章の２ 地域密着型通所介護 第３章の２ 地域密着型通所介護 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） 

第60条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

第60条の９ 指定地域密着型通所介護の方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

(１) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継

続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図

りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うものとする。 

(１) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継

続することができるよう、地域住民との交流及び地域活動への参加を図

りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うものとする。 

(２) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人ひとりの人格を尊重し、利 (２) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人ひとりの人格を尊重し、利
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 改正後 改正前 

用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮

して行うものとする。 

用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮

して行うものとする。 

(３) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定す

る地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう

に、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必

要な援助を行うものとする。 

(３) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、次条第１項に規定す

る地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう

に、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必

要な援助を行うものとする。 

(４) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものと

する。 

(４) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当

たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものと

する。 

(５) 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

(５) 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供

に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

(６) 指定地域密着型通所介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。 

(６) 指定地域密着型通所介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。 

(７) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

(７) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

(８) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確

に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービス

を利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症（法第５条の２

第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対して

は、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整

えなければならない。 

(８) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確

に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービス

を利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症（法第５条の２

第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対して

は、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整

えなければならない。 

（地域密着型通所介護計画の作成） （地域密着型通所介護計画の作成） 

第60条の10 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該

第60条の10 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該
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目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画（以下

「地域密着型通所介護計画」という。）を作成しなければならない。

目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画（以下

「地域密着型通所介護計画」という。）を作成しなければならない。

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

２ 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければならない。

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の

作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し、当該利用者の同意を得なければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の

作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明

し、当該利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を

作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければ

ならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画を

作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければ

ならない。 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型

通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を

行わなければならない。 

５ 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型

通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を

行わなければならない。 

第３章の２ 地域密着型通所介護 第３章の２ 地域密着型通所介護 

第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

（準用） （準用）

第60条の20の３ 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、
第23条、第29条、第35条から第39条まで、第42条、第54条、第60条の２、
第60条の４及び第60条の５第４項並びに前節（第60条の20を除く。）の規
定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第10条第１項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「運営規
程（第60条の12に規定する規程をいう。第35条において同じ。）」と、「定
期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」

という。）」と、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と
あるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第60条の５第４項中「前
項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に規定する設

備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提

第60条の20の３ 第10条から第14条まで、第16条から第19条まで、第21条、
第23条、第29条、第35条から第39条まで、第42条、第54条、第60条の２、
第60条の４及び第60条の５第４項並びに前節（第60条の20を除く。）の規
定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第10条第１項中「第32条に規定する運営規程」とあるのは「運営規
程（第60条の12に規定する規程をいう。第35条において同じ。）」と、「定
期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」

という。）」と、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と
あるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第60条の５第４項中「前
項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に規定する設

備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提
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供する場合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共

生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地

域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第60条の９第４号、
第60条の10第５項及び第60条の13第３項中「地域密着型通所介護従業者」
とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

供する場合に限る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所介護事業者が共

生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型地

域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第60条の９第４号、
第60条の10第５項及び第60条の13第３項中「地域密着型通所介護従業者」
とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関

する基準 

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関

する基準 

第４款 運営に関する基準 第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第60条の27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第60条の34に規定す

る重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第60

条の32第１項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医

師及び第60条の35第１項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並

びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければならない。 

第60条の27 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供の開始に

際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第60条の34に規定す

る重要事項に関する規程の概要、療養通所介護従業者の勤務の体制、第60

条の32第１項に規定する利用者ごとに定めた緊急時等の対応策、主治の医

師及び第60条の35第１項に規定する緊急時対応医療機関との連絡体制並

びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければならない。 

２ 第10条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付に

ついて準用する。 

２ 第10条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による文書の交付に

ついて準用する。 

第４章 認知症対応型通所介護 第４章 認知症対応型通所介護 

第２節 人員及び設備に関する基準 第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応

型通所介護 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応

型通所介護 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第62条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特別養

護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に規定す

る特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第20条の４に規定する

養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福

第62条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特別養

護老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の５に規定す

る特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第20条の４に規定する

養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福
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祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。）に併設されてい

ない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老

人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに

置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

祉施設又は特定施設に併設されていない事業所をいう。以下この条におい

て同じ。）において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）

の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホー

ム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介

護をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。）ごとに置くべ

き従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(１) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症

対応型通所介護をいう。以下同じ。）の提供日ごとに、当該単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専

ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以

上確保されるために必要と認められる員数 

(１) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症

対応型通所介護をいう。以下同じ。）の提供日ごとに、当該単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専

ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以

上確保されるために必要と認められる員数 

(２) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）

又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごと

に、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる

看護職員又は介護職員が１人以上及び当該単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも

専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に

限る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が１以上確保

されるために必要と認められる員数 

(２) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）

又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごと

に、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる

看護職員又は介護職員が１人以上及び当該単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも

専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に

限る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が１以上確保

されるために必要と認められる員数 

(３) 機能訓練指導員 １人以上 (３) 機能訓練指導員 １人以上 
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２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第２号の看護職員又は介護職

員を、常時１人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所

の職務に従事させなければならない。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指

定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第２号の看護職員又は介護職

員を、常時１人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所

の職務に従事させなければならない。 

３ 第１項第２号の規定にかかわらず、同号の看護職員又は介護職員は、利

用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができる。 

３ 第１項第２号の規定にかかわらず、同号の看護職員又は介護職員は、利

用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができる。 

４ 前各項の「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位」とは、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に１人又

は複数の利用者（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（川崎市指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準等に関する条例（平成24年川崎市条例第84号。以下「指定地域密着型介

護予防サービス基準条例」という。）第６条第１項に規定する単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業

と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（同項第１号に規定

する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあ

っては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又

は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この

項において同じ。）に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員

（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。第64条第２項第１号アにおいて同じ。）を12人以下

とする。 

４ 前各項の「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位」とは、単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に１人又

は複数の利用者（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（川崎市指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基

準等に関する条例（平成24年川崎市条例第84号。以下「指定地域密着型介

護予防サービス基準条例」という。）第６条第１項に規定する単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業

と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（同項第１号に規定

する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあ

っては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又

は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この

項において同じ。）に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員

（当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単

独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。第64条第２項第１号アにおいて同じ。）を12人以下

とする。 
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 改正後 改正前 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

６ 第１項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち１人以上は、常勤で

なければならない。 

６ 第１項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち１人以上は、常勤で

なければならない。 

７ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第

６条第１項から第６項までに規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

７ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、指定地域密着型介護予防サービス基準条例第

６条第１項から第６項までに規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

附 則（平成30年６月  日条例第 号） （新設） 

この条例は、公布の日から施行する。 （新設） 
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